
貨物利用運送事業法に基づく表示

2018（H30）.07.30認可　第二種貨物利用運送事業（鉄道貨物）

事業計画変更認可申請書より抜粋

利用運送機関の種類 鉄道貨物運送

利用運送の区域又は区間

・拠点駅

釧路貨物駅

音別駅

帯広貨物駅

札幌貨物ターミナル駅

・仕向駅

日本貨物鉄道㈱その他鉄道運送事業者の

貨物取扱駅

業務の範囲

①一般事業

②鉄道貨物運送の種類

コンテナ輸送・車扱輸送

③特殊な分野の鉄道輸送に限って事業を行うかの別

行わない


